
 

〇
経
済
産
業
省
令
第 

 
 

号 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ

き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び

非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

 
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

経
済
産
業
大
臣 

名 
 

 

 
 

 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転

換
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
届
出
書
等
の
提
出
に
係
る

特
例
） 

第
百
三
条 

第
五
条
の
届
出
書
、
第
七
条
の
申
出
書
、
第
八

条
第
五
項
の
申
請
書
、
第
十
二
条
の
届
出
書
、
第
十
三
条

第
三
項
の
申
請
書
、
第
十
五
条
の
届
出
書
、
第
十
六
条
の

申
出
書
、
第
十
七
条
第
六
項
の
申
請
書
、
第
二
十
二
条
の

届
出
書
、
第
二
十
三
条
第
十
項
の
申
請
書
、
第
三
十
三
条

の
届
出
書
、
第
三
十
四
条
の
申
出
書
、
第
三
十
五
条
第
一

項
、
第
二
項
又
は
第
三
項
の
計
画
書
、
第
三
十
六
条
の
報

告
書
、
第
四
十
条
の
届
出
書
、
第
四
十
二
条
の
申
出
書
、

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
届
出
書
等
の
提
出
に
係
る

特
例
） 

第
百
三
条 

第
五
条
の
届
出
書
、
第
七
条
の
申
出
書
、
第
八

条
第
五
項
の
申
請
書
、
第
十
二
条
の
届
出
書
、
第
十
三
条

第
三
項
の
申
請
書
、
第
十
五
条
の
届
出
書
、
第
十
六
条
の

申
出
書
、
第
十
七
条
第
六
項
の
申
請
書
、
第
二
十
二
条
の

届
出
書
、
第
二
十
三
条
第
十
項
の
申
請
書
、
第
三
十
三
条

の
届
出
書
、
第
三
十
四
条
の
申
出
書
、
第
三
十
五
条
第
一

項
、
第
二
項
又
は
第
三
項
の
計
画
書
、
第
三
十
六
条
の
報

告
書
、
第
四
十
条
の
届
出
書
、
第
四
十
二
条
の
申
出
書
、
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第
四
十
四
条
第
一
項
の
申
請
書
、
第
四
十
七
条
の
申
請

書
、
第
四
十
九
条
第
一
項
の
申
請
書
、
第
五
十
条
第
二
項

の
届
出
書
、
第
五
十
二
条
の
報
告
書
、
第
五
十
七
条
の
報

告
書
、
第
七
十
五
条
の
届
出
書
、
第
七
十
七
条
の
申
出

書
、
第
七
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
三
項
の
計
画

書
、
第
七
十
九
条
の
報
告
書
、
第
八
十
二
条
第
一
項
の
申

請
書
、
第
八
十
五
条
の
申
請
書
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の

申
請
書
、
第
八
十
八
条
第
二
項
の
届
出
書
及
び
第
九
十
条

の
報
告
書
（
以
下
「
届
出
書
等
」
と
い
う
。
）
を
情
報
通

信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術

第
四
十
四
条
第
一
項
の
申
請
書
、
第
四
十
七
条
の
申
請

書
、
第
四
十
九
条
第
一
項
の
申
請
書
、
第
五
十
条
第
二
項

の
届
出
書
、
第
五
十
二
条
の
報
告
書
、
第
五
十
七
条
の
報

告
書
、
第
七
十
五
条
の
届
出
書
、
第
七
十
七
条
の
申
出

書
、
第
七
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
三
項
の
計
画

書
、
第
七
十
九
条
の
報
告
書
、
第
八
十
二
条
第
一
項
の
申

請
書
、
第
八
十
五
条
の
申
請
書
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の

申
請
書
、
第
八
十
八
条
第
二
項
の
届
出
書
及
び
第
九
十
条

の
報
告
書
（
以
下
「
届
出
書
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の

推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
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活
用
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

電
子
情
報
処
理
組
織
（
経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
提

出
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電

気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
提
出
す
る
者
は
、
経
済
産
業

大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
提
出
す
る
者
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
つ
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め

る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
か
ら
届
出
書
等
に
係
る

経
済
産
業
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を

活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平

号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。
）
第
六

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
電
子
情
報
処
理
組
織
（
経
済

産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
て

提
出
を
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
で
あ
つ
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
技
術
的
基
準
に

適
合
す
る
も
の
か
ら
入
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
経
済
産
業
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
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成
十
五
年
経
済
産
業
省
令
第
八
号
）
第
四
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
入
力
し
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の

方
法
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

一 

提
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
次
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
付
与
さ
れ
た
識
別
符
号
及
び
当
該
提
出
を
し
よ
う

と
す
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
お
い
て

設
定
し
た
暗
証
符
号
（
次
項
に
お
い
て
「
設
定
暗
証
符

号
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
か
ら
入
力
す
る
方
法 

二 

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
様
式
第
四
十

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
経
済
産
業
省
令
第
八
号
）
第

四
条
第
三
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

 
 

（
新
設
） 

      
（
新
設
） 
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三
の
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
使
用
し
て
、
こ
の
項
に
規
定

す
る
事
項
を
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
送
信
す
る
方
法
（
こ

の
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
技
術
的
基

準
に
適
合
す
る
電
子
計
算
機
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
限
る
。
） 

（
削
る
） 

    

      

２ 

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
第
三
十
五
条
の
計

画
書
、
第
三
十
六
条
の
報
告
書
、
第
五
十
七
条
の
報
告

書
、
第
七
十
八
条
の
計
画
書
及
び
第
七
十
九
条
の
報
告
書

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
報
告
書
等
」
と
い
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う
。
）
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
特
定
事
業
者
等
及
び
特
定

荷
主
等
は
、
当
該
報
告
書
等
を
書
面
等
（
情
報
通
信
技
術

活
用
法
第
三
条
第
五
号
に
規
定
す
る
書
面
等
を
い
う
。
）

に
よ
り
提
出
す
る
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
項
、
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
識
別

符
号
並
び
に
当
該
特
定
事
業
者
等
及
び
当
該
特
定
荷
主
等

が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
お
い
て
設
定
し
た
暗

証
符
号
（
次
項
に
お
い
て
「
設
定
暗
証
符
号
」
と
い

う
。
）
を
、
特
定
事
業
者
等
及
び
特
定
荷
主
等
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
当
該
報
告
書
等
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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２ 

届
出
書
等
に
お
い
て
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
署
名

等
（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
三
条
第
六
号
に
規
定
す
る

署
名
等
を
い
う
。
）
に
代
わ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
情
報
通

信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
前
項
第
一
号
の
識
別
符
号
及
び
設
定
暗

証
符
号
を
同
項
の
提
出
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
か
ら
入
力
す
る
こ
と
又
は
同
項
第
二
号
の
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
使
用
す
る
こ
と
を
い
う
。 

  

（
事
前
の
届
出
等
） 

３ 

報
告
書
等
に
お
い
て
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
署
名

等
（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
三
条
第
六
号
に
規
定
す
る

署
名
等
を
い
う
。
）
に
代
わ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
情
報
通

信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
付
与
さ
れ

る
識
別
符
号
及
び
設
定
暗
証
符
号
を
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
し
て
報
告
書
等
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
特
定
事
業

者
等
及
び
特
定
荷
主
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら

入
力
す
る
こ
と
を
い
う
。 

 

（
事
前
の
届
出
等
） 
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第
百
四
条 

前
条
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
同

条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
等
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
様
式
第
四
十
三
の
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
届
出

書
を
当
該
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

経
済
産
業
局
長
又
は
当
該
者
が
設
置
し
て
い
る
工
場
等

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長(

以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
所
轄
経
済
産
業
局
長
」
と
い
う
。)

に
あ

ら
か
じ
め
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

所
轄
経
済
産
業
局
長
は
、
前
項
の
届
出
書
を
受
理
し
た

と
き
は
、
当
該
届
出
を
し
た
者
に
識
別
符
号
を
付
与
す
る

第
百
四
条 

前
条
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
同

条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
等
及
び
報
告
書
等
を
提
出
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
四
十
三
の
電
子
情
報
処
理

組
織
使
用
届
出
書
を
当
該
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
又
は
当
該
者
が
設
置
し

て
い
る
工
場
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長

(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
所
轄
経
済
産
業
局
長
」
と

い
う
。)

に
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

所
轄
経
済
産
業
局
長
は
、
前
項
の
届
出
書
を
受
理
し
た

と
き
は
、
当
該
届
出
を
し
た
者
に
識
別
符
号
及
び
暗
証
符
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も
の
と
す
る
。 

号
を
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 
（
略
） 

３ 

（
略
） 

 
 

 



   

11 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


